
町 田 市 教 育 委 員 会 第 ９ 回 定 例 会 

 

 

日 時  ２０１８年１２月２０日（木）午前１０時 
 

場 所  第３、４、５会議室 

 

議 題 

 

１．月間活動報告 
 

 

２．議案審議事項 
議案第 18号 町田市学校給食問題協議会委員の委嘱及び任命について 

議案第 19号 学校支援ボランティアへの感謝状の被贈呈者の承認について 

議案第 20号 町田市教育委員会いじめ問題対策委員会委員の解任及び委嘱について 
 
 
３．臨時代理報告 
臨時代理報告第8号 都費負担教職員の服務事故に係る処分内申の臨時代理の報告につい 
       て 
 
 
４．協議事項 
（１）「町田市スポーツ推進計画１９－２８（案）」について 
（２）町田市学校給食問題協議会への諮問について 
 
 
５．報告事項 
（１）2017年度（平成29年度）「児童・生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸

問題に関する調査（文部科学省）」結果について        《指導課》 

（２）「世界の果てで生き延びろ－芥川賞作家・八木義德
や ぎ よ し の り

 展－」の開催について 
     《図書館》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



月 日 曜

11 2 金 教育委員会第8回定例会 ○ ○ ○ ○ ○

研究発表会（南第四小学校） ○

町田市立中学校 PTA 連合会との懇談会 ○ ○ ○ ○

11 3 土
町田市プログラミング教育（Pepper社会貢献プログラム）成果
発表会（小学校）(町田市民フォーラム)

○ ○

11 4 日 第43回町田市中学校連合演劇会（ひなた村） ○ ○ ○

11 6 火 町田市立中学校連合音楽会-合唱-（町田市民ホール） ○ ○ ○ ○ ○

11 8 木 校長役員連絡会 ○

沖縄地区防音事業連絡協議会　面会 ○

11 9 金 東京都市教育長会定例会(東京自治会館) ○

11 12 月 市教委訪問（南第二小学校） ○

町田市立中学校ＰＴＡ連合会ブロック会議
北ブロック（薬師中学校）

○

11 13 火
町田市立中学校ＰＴＡ連合会ブロック会議
東ブロック（町田第一中学校）

○

11 15 木 定例校長会 ○

教育委員会第４回協議会 ○ ○ ○ ○

納税表彰式(ベストウェスタン・レンブラントホテル東京町田) ○

11 19 月 市教委訪問(町田第五小学校) ○

11 20 火
町田市立中学校ＰＴＡ連合会ブロック会議
西ブロック（堺中学校）

○

11 21 水 市長・教育長学校訪問（忠生第三小学校・町田第五小学校） ○

指導主事訪問（町田第四小学校） ○ ○

11 22 木 研究発表会(南つくし野小学校) ○ ○ ○ ○ ○

町田市公立小学校ＰＴＡ連絡協議会情報交換会
（教育センター）

○

11 23 金 金井小学校創立40周年記念式典 ○ ○ ○ ○ ○

11 25 日
東京都町田市歯科医師会創立七十周年記念祝賀会(ベスト
ウェスタン・レンブラントホテル東京町田)

○

11 26 月 都立町田高校学校運営連絡協議会 ○

○
(11/28)

○
(11/28)

○
(11/29)

○
(11/30)

○
(11/30)

(11/29)

町田市公立小学校連合音楽会
※11/28～30　（町田市民ホール）

水2811

主　な　活　動　状　況
2018.11.2～2018.12.19
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月 日 曜

期日
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11 29 木
町田市立中学校ＰＴＡ連合会ブロック会議
南ブロック（南大谷中学校）

○

市議会本会議（提案理由説明） ○

12 1 土 第46回町田市こどもマラソン大会(町田市立陸上競技場) ○ ○ ○

町田市プログラミング教育（Pepper社会貢献プログラム）成果
発表会（中学校）(町田市民フォーラム)

○ ○

12 3 月 市長と教育長・教育委員との懇談会 ○ ○ ○ ○ ○

12 4 火
東京都教育委員会人権尊重教育推進校研究発表会
（七国山小学校）

○ ○

市議会本会議（一般質問）12/4～7、10 ○

12 8 土
第10回中学生東京駅伝大会「チーム町田」結団式(町田市民
フォーラム)

○ ○ ○ ○

12 9 日
東京町田ロータリークラブ幼児画展表彰式(町田市立国際版
画美術館)

○

12 11 火 市議会本会議（質疑） ○

都立町田高校平成30年度情報モラルシンポジウム ○

12 15 土 中学校科学教育センター閉講式（教育センター） ○ ○ ○

12 17 月 定例校長会 ○

12 19 水
鶴川第二中学校合唱団市長表敬訪問
（第85回（2018年度）NHK全国学校音楽コンクール銅賞受
賞）

○

2018年議員互助会意見交換会(ベストウェスタン・レンブラント
ホテル東京町田)

○ ○ ○ ○ ○



議案第１８号 
 
 

町田市学校給食問題協議会委員の委嘱及び任命について 
 
 

上記の議案を提出する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１８年１２月２０日提出 
町田市教育委員会 

教育長 坂本 修一 
 
 
 
 
（提案理由説明） 
  

本件は、町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例に基づき、 
第１２期町田市学校給食問題協議会の委員として、別紙の１３名に委 
嘱及び任命を行うものです。 

 
任期：２０１９年１月２２日～２０２１年１月２１日 

 
 
 
 



氏　　名
委嘱

又は任命

1 中 村 雄 一 （鶴川第一小学校長） 任命

2 天 利 公 一 （つくし野中学校長） 任命

3 玉 川 享 子 （成瀬中央小学校副校長） 任命

4 平 野 茂 （小山中学校副校長） 任命

5 田 中 芳 美 （南第三小学校栄養教諭） 任命

6 杉 畠 万 紀 子 （小山田小学校栄養士） 任命

7 中 川 悟 （小川小学校調理員） 任命

8 岸 田 暖 美 （成瀬台小学校調理員） 任命

9 小 口 悦 子 （東京家政学院大学） 委嘱

10 中 川 美 嘉 委嘱

11 東 麻 理 委嘱

12 夏 梅 琴 絵 委嘱

13 山 﨑 聡 子 委嘱

14 委嘱

15 委嘱

推薦団体及び職名

第１２期町田市学校給食問題協議会委員名簿

栄養士・調理員代表

町田市学校保健会栄養士部会  

町田市学校保健会栄養士部会    　　　　

学校給食調理員部会

町田市公立小学校長会　　　　　　　　    

町田市公立中学校長会　　　　　　　

選出区分

学校長

学校長

栄養士・調理員代表

栄養士・調理員代表

町田市公立小学校副校長会　　　　 教職員

教職員

学校給食調理員部会　　 栄養士・調理員代表

学識経験者 学識経験者

町田市公立中学校副校長会　　　　　

町田市立中学校ＰＴＡ連合会

町田市学校薬剤師会　　　　　 

消費者団体

父母代表

父母代表

父母代表

父母代表

保健・医療関係者

消費者団体の推薦する者

町田市公立小学校ＰＴＡ連絡協議会

町田市公立小学校ＰＴＡ連絡協議会

町田市立中学校ＰＴＡ連合会　



議案第１９号  

 

 

学校支援ボランティアへの感謝状の被贈呈者の承認について  

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

２０１８年１２月２０日提出  

町田市教育委員会  

教育長 坂本 修一  

 

 

 

 

 

（提案理由説明）  

 

本件は、町田市立各小・中学校において、多年にわたり学習ボラ

ンティア、部活動ボランティア等、様々な形で学校支援ボランティ

アとして学校の教育活動に特に貢献した別紙の者に対し、町田市教

育委員会感謝状の贈呈に関する要綱第３（６）に基づき、感謝状を

贈呈するものです。  

 

 

 

 



2018年度 町田市学校支援ボランティア感謝状　被贈呈候補者一覧

氏名 ふりがな 推薦校 区分 支援部門（※1)

1 1 岡島　春雄 おかじま　はるお 個人 学校セーフティ[登校時の児童見守り活動]

2 2 川島　義正 かわしま　よしまさ 個人 学校セーフティ[登校時の児童見守り活動]

3 3 杉山　正博 すぎやま　まさひろ 個人 学校セーフティ[登校時の児童見守り活動]

4 4 水谷　由紀子 みずたに　ゆきこ 町田第三小 個人 環境整備・美化[玄関等への挿花]

5 5 金子　啓子 かねこ　けいこ 町田第六小 個人 学習支援[絵手紙指導]

6 6 井上　正三 いのうえ　しょうぞう 南大谷小 個人 学校セーフティ[下校時の児童見守り活動]

7 7 山本　啓史 やまもと　ひろし 藤の台小 個人 学習支援[情報教育（リテラシー教育）指導]

8 8 原澤　サツキ はらさわ　さつき 本町田小 個人 学校支援[「家庭科実習」支援、「昔遊び」指導、「サマースクール」指導]

9 9 加藤　雅彦 かとう　まさひこ 南第三小 個人 学習支援［畑の提供・見学、「畑で働く人の仕事」についての話等］

10 10 島嵜　泰次郎 しまざき　やすじろう 個人 学校支援[「昔遊び」指導、夏期体験教室指導]

11 11 住吉　美智子 すみよし　みちこ 個人 学習支援[「邦楽体験【箏】」の指導]

12 12 境　百合子 さかい　ゆりこ 鶴間小 個人 学習支援[福祉体験学習「車いすの体験談」講話]

13 13 須々田　洋子 すすた　ようこ 成瀬中央小 個人 学習支援[「夏季算数教室」・「放課後補習教室」支援]

14 14 葛西　俟子 かさい　まちこ 南つくし野小 個人 図書[読み聞かせ]

15 15 勝川　壬雄 かつかわ　よしお 鶴川第一小 個人 学習支援[福祉体験学習「点字体験・アイマスク体験」指導等]

16 16 大塚　勉 おおつか　つとむ 個人

17 17 大塚　淳子 おおつか　じゅんこ 個人

18 18 小原　俊平 おばら　しゅんぺい 個人 学習支援[「放課後算数教室」支援]

19 19 三好　木綿子 みよし　ゆうこ 個人 学習支援[「放課後算数教室」支援]

20 20 荻野　達夫 おぎの　たつお 三輪小 個人 学校支援[「里山教育」指導、「古典菊」見学・鑑賞法紹介等]

21 21 田中　幹生 たなか　みきお 小山田小 個人

22 22 飯田　健雄 いいだ　たけお 忠生第三小 個人 学習支援[「畑の作物」指導、「農家見学」等]

23 23 吉村　寛 よしむら　ひろし 小山ヶ丘小 個人 学校セーフティ[登下校時の児童見守り活動等]

24 24 菊池　裕 きくち　ひろし 個人 学習支援[「放課後学習教室」支援]

25 25 長澤　昭 ながさわ　あきら 個人 学習支援[「放課後学習教室」支援]

26 26 米谷　協子 よねたに　きょうこ 個人 学習支援[「放課後学習教室」支援]

27 27 松原　三郎 まつばら　さぶろう 町田第二中 個人 部活動指導[卓球部の指導]

28 28 篠原　佑 しのはら　たすく 南大谷中 個人 学習支援[「放課後学習教室」支援]

29 29 久保木　勝 くぼき　まさる 個人 学習支援［「職業についての話を聴く会」講話等］

30 30 横内　藤男 よこうち　ふじお 個人 学習支援［「放課後学習教室」支援等］

31 31 吉田　廣子 よしだ　ひろこ 個人 学習支援［「放課後学習教室」支援、数学授業支援］

32 32 瀬宮　ゆき せみや　ゆき つくし野中 個人 部活動指導[吹奏楽部の指導]

33 33 長村　登代子 おさむら　とよこ 鶴川中 個人 環境整備・美化［鶴川中ミュージアム展示協力］

34 34 片山　禮子 かたやま　れいこ 忠生中 個人 環境整備・美化[玄関等への挿花]

35 35 牛山　啓司 うしやま　けいじ
小中一貫ゆくのき学園
大戸小・武蔵岡中

個人 部活動指導[卓球部の指導]

推薦校 区分 支援部門（※1) 代表者氏名 ふりがな

36 1 町田第一小 団体
学校支援[「登下校時の児童見守
り活動」、「地域ふれあい学習」講
話]

新井　邦夫 あらい　くにお

37 2 成瀬台小 団体 図書「私設本貸出協力」 杉山　名代子 すぎやま　なよこ

38 3 高ヶ坂小 団体
学習支援［「施設見学」・「地域交
流学習］等]

折原　太 おりはら　ふとし

39 4 鶴川第二小 団体 図書[読み聞かせ・図書室整備]
江原　純枝
・森國　由美子

えはら　すみえ
・もりくに　ゆみこ

40 5 小山田南小 団体
学校支援[保護者会時等児童預
かり活動]

高橋　美雪 たかはし　みゆき

41 6 木曽境川小 団体
学校支援[「環境学習」指導、夏期
体験学習指導、「栽培委員会」指
導等]

岡田　迪彦 おかだ　みちひこ

42 7 七国山小 団体 学習支援[「昔遊び」指導] 菊田　幸雄 きくた　さちお

43 8 小山小 団体 学習支援[「米作り学習」支援] 井上　正治 いのうえ　まさはる

44 9 小山中央小 団体
学習支援[「伝統文化の学習」実
演・体験指導]

萩原　秋義 はぎわら　あきよし

※1支援部門：「学習支援」「図書」「環境整備・美化」「学校セーフティ」「クラブ・部活動指導」「その他」に分類。「複数部門」又は「その他」に該当する場合は「学校支援」。

個人35(小：23 中：11 小中一貫：1)  団体9(小：9)  計44

2018年度　町田市学校支援ボランティア感謝状贈呈式　2019/2/18（月）14:00～町田市民フォーラム　3階ホール

町田第二小

つくし野小

鶴川第三小

鶴川第四小

町田第一中

小山に組囃子連

みどり会

米作り応援団

番号

番号 団体名

中町中央町内会

なるせ台文庫

学校支援[「畑の見学・農家の仕事や作物についての講話・養蚕指導、
「稲作体験指導」、「クラブ活動「正月飾り」指導等]

学校支援[「昔の人々のくらし」講話、「放課後算数教室」支援、「登下校
の児童見守り活動」等]

鶴二小図書ボランティア

ぽぽんた

町田の尾根・谷戸に親しむ会

まちだ正吉苑

南中



議案第２０号  

 

 

町田市教育委員会いじめ問題対策委員会委員の解任及び  

委嘱について  

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

２０１８年１２月２０日提出  

町田市教育委員会  

教育長 坂本 修一  

 

 

 

 

 

（提案理由説明）  

本件は、町田市教育委員会いじめ問題対策委員会委員について、

１名の委員から辞職の申し出があったため、別紙のとおり解任及

び委嘱するものです。  

なお、委嘱期間は、町田市教育委員会いじめ問題対策委員会及

び町田市いじめ問題調査委員会条例第４条第２項に基づき、前任

者の残任期間である２０１９年４月３０日までです。  

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 解任（２０１８年１２月２０日付）  

 

氏 名  専門分野  所属・役職  

 

岡田
お か だ

 行
ゆき

雄
お

 

 

 

教育 帝京大学大学院・教授  

 

 

 

２ 委嘱（２０１８年１２月２１日付）  

 

氏 名  専門分野  所属・役職  

 

嶋
しま

﨑
ざき

 政男
ま さ お

 

 

 

教育 神田外語大学・教授  

 

 





2020

★ ★★

2019 ～ 2028
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基本目標 01

スポーツへの
参加機会の充実

基本目標 02

スポーツに関わる
人材と組織の充実

基本目標 03

スポーツ環境の充実
基本目標 04

スポーツを通じた
まちづくり

計画の構成
　本計画が目指す将来の姿を「スポーツで人とまちが一つになる」とし、その実現に向けて４つの基
本目標をかかげます。

施策の連携について
　将来の姿の実現にむけた施策や事業は独立して行うものではなく、関連する分野や施策が横断的に関わ
り合い、スポーツ推進に携わる各主体が連携・協働することで多様化するスポーツ推進の課題を解決して
いくものとします。

生活等の状況に応じてい
つでも、誰でもスポーツ
に参加できる機会を充実
していきます。また、仲
間づくりやいきがいづく
りなど、競技スポーツと
は異なる視点で「スポー
ツに関心のない市民」に
スポーツの参加機会も充
実していきます。

レクリエーションスポー
ツ、競技スポーツ、障が
い者スポーツなど、多様
なニーズに応じて適切な
指導を行うことができる
人材の育成に取り組んで
いきます。また、市民の
多様なニーズに応じたプ
ログラムの充実など、組
織的に市民のスポーツ実
施につなげる団体の支援
も充実していきます。

市民が生活に身近な場所
でスポーツに親しむこと
ができるよう、「する」
と「みる」視点からスポ 
ーツ環境の充実に取り組
んでいきます。

スポーツの魅力を活用
して地域の活性化、ま
ちの魅力向上に取り組
みます。ターゲットを
明確化し、市民に適格
にスポーツ情報を提供
していくとともに、市
内外にスポーツイベン
ト等の情報を発信し、
まちの魅力としてPRし
ていきます。

町田市スポーツ推進計画 19-28　概要版

計画期間
本計画は 2019 年度から 2028 年度の 10 ヵ年を計画期間とします。

▶週に１日以上スポーツを実施する割合は、 市民全
体では 55.0％となっています。

▶世代別にみると 30 ～ 39 歳が週に１日以上スポー
ツを実施する割合が最も低くなっています。

▶小中学生の運動やスポーツの好き嫌いを
みると、 年齢があがるにつれて 「好き」
の割合が減少しています。

町田市民のスポーツの現状
スポーツの実施頻度の経年比較

小中学生の運動や
スポーツの好き嫌い

出典︓町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート

出典︓町田市 体力向上推進プラン

本計画における「スポーツ」

計画策定の主旨
　町田市では、2009 年度に策定したスポーツ振興計画を中間年で見直し、2013 年度に町田市スポーツ
推進計画を策定しました。計画に基づく事業実施により、市民が週１回以上スポーツを行う割合は、計
画初年度の 40.3％から、2017 年度末時点で 55.0％まで上昇しました。また、市民のスポーツ実施だけ
でなく、ホームタウンチームとの連携・協働が進むといった実績もあげてきました。
　今回の計画の策定では、現行の町田市スポーツ推進計画が目標年次をむかえることによる事業等の評
価と合わせて、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会の開催も目前に控えた
スポーツを取り巻く環境の急激な変化を好機と捉え、事業のあり方等を検討していくことが必要です。
　「将来の姿」など大きな方向性は現行計画を踏襲しつつ、働き盛り世代のスポーツ実施率向上など、
アンケート調査等から得られる課題を基に、今後 10 年の方向性を検討していきます。

スポーツには、喜びや達成感といった精神的充足や、多くの人に感動を与える力があります。また、
スポーツを継続的に実施することは健康の維持・増進にもつながり、共にプレーした仲間とのチームワー
クやフェアプレーの精神を育みます。更に、実際にスポーツを観戦したり、地元チームを応援したりす
ることは、まちの賑わいを創出し、明るく豊かで活力に満ちた社会を形成します。
スポーツ基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり、

全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にス
ポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保さ
れなければならない。」としています。
　本計画では、これらの考えに基づき、身体を動かし、楽しむことを原点として、活動を広く捉えてい
きます。

計画の推進にあたって
　本計画に掲げる施策は、数値目標等を元に進行管理を行って
いきます。計画の中間年で状況に応じて見直しに取り組みます。

　施策の進行管理にあたっては、計画（PLAN）、実行（DO）、
評価（CHECK）、改善（ACTION）のサイクルにより適切に行っ
ていきます。また、庁内の関係各課と連携・協働をはかるとと
もに、市長の付属機関である町田市スポーツ推進審議会へ報告
するなど、適切な進行管理に努めます。アクションプランにつ
いては、管理表をもとに進捗管理していきます。

PLAN

CHECK

DOACTION



 

将来の姿

① 週1回以上スポーツを
　する市民の割合 
　

60.4％　70.0％ スポーツで人とまちが一つになる

基本目標 指標 推進施策

成果指標と達成目標
現状値 2023 2028

目標値

基本施策（１）
子どものスポーツ推進

基本施策（２）
働き盛り世代・子育て
世代のスポーツ推進

基本施策（３）
高齢者のスポーツ推進

基本施策（４）
障がい者のスポーツ推進

基本施策（１）
スポーツを支える人材の育成

基本施策（２）
スポーツを支える
団体の支援・育成

基本施策（１）
「する」スポーツ環境の充実

基本施策（２）
「みる」スポーツ環境の充実

基本施策（１）
スポーツ情報の発信

基本施策（２）
スポーツを通じた
シティプロモーション

「スポーツが嫌い」 という回答
の割合

30-49 歳のスポーツ実施率

70 歳以上の 「スポーツをしない、
するつもりがない」 という回答の
割合

「障がい者のスポーツに関わった」
という回答の割合

スポーツに関するボランティアを
行った割合

各主体※が連携 ・ 協働して
実施した事業の数

「子どものスポーツや外遊びの
環境が悪くなった」 という回答
の割合

「町田市内でスポーツ観戦した」
という回答の割合

「市のスポーツ情報をきっかけに
スポーツに関わった」 という回答
の割合

地域活性化につながる
スポーツ大会の開催数

「身体を動かすことに興味を持つきっかけづくり」 「保護
者へのスポーツ啓発」 「子どもたちがスポーツを楽しめ
る場所の情報提供」といった取組を推進していきます。

「事業所によるスポーツの取組の推進」
「日常生活や子育て中のスポーツ啓発（意識して身
体を動かすこと）」 といった取組を推進していきます。

「スポーツを通じた地域参加のきっかけづくりと世代間交
流の促進」 「自主的に活動するグループへの新たな取
組みの働きかけ」 といった取組を推進していきます。

「障がい者のスポーツ参加機会の提供」 「パラリンピッ
ク開催を契機とした障がい者スポーツの理解促進」 と
いった取組を推進していきます。

「大学連携を推進し、 学生が地域で活動できる環
境を整える」「スポーツ推進委員と地域との連携強化」
「スポーツボランティアの活躍推進」 といった取組を推
進していきます。

「スポーツを支える団体と市によるスポーツ推進のビジョ
ンの共有」 「スポーツを支える団体間の連携促進」 と
いった取組を推進していきます。

「市民の身近なスポーツをする場の拡充※子どもにとっ
ての放課後の 「学校」 や身近な公園など、 スポーツ
施設に分類されない 「場」 を含む。」 といった取組を
推進していきます。

「市民の賑わいの創出に繋がる施設整備」 「ホームタ
ウンチームが活動しやすい施設整備」 「スポーツ観戦
によるオール町田の一体感の創出」 といった取組を推
進していきます。

「ターゲットに合わせた効果的な情報発信」 「スポーツ
になじみの薄い市民に対する積極的な情報発信」 と
いった取組を推進していきます。

「市民全体のスポーツ気運の醸成」 「市外居住者の
スポーツを通じた来訪の促進」 「国際大会事前キャン
プ招致を通じた国際交流」 といった取組を推進してい
きます。 　

小５　６％
中２　９％

男性　61％
女性　61％

男性　21％
女性　25％

12％

15％

５回

40％

40％

60％

１大会

小５　２％
中２　４％

男性　70％
女性　70％

男性　18％
女性　21％

15％

15％

10回

25％

45％

70％

２大会

小５　  8.8％
中２　14.0％

男性　52.0％
女性　53.7％

男性　24.6％
女性　28.9％

6.7％

5.5％

０回

56.5％

12.8％

42.8％

０大会

※各主体︓町田市のスポーツ推進を担う「市」「町田市体育協会、体育協会加盟団体」「スポーツ推進委員」「地域スポーツクラブ」「スポーツ施設の指定管理者、運営団体」「ホームタウンチーム」「学校、教育施設等」
　「町内会・自治会、商店会等」「市民・ボランティア団体」

市民誰もがスポーツを楽しむことができ、スポーツを通じて様々な各主体※が連携して
まちの賑わいと魅力が生まれ、市民の愛着・誇りが高まります。
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① 週1回以上スポーツを
　 する市民の割合

（2018 年） （2028 年）

（2018 年） （2028 年）

②「する」「みる」
　「支える」に関わった
　  市民の割合

60.9％　 70.0％

93.1％　 95.0％
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スポーツ推進計画策定にあたって 

１．計画策定の主旨 

町田市では、2009 年度に策定したスポーツ振興計画を中間年で見直し、2013 年度に町田市スポ

ーツ推進計画を策定しました。計画に基づく事業実施により、市民が週１回以上スポーツを行う

割合は、計画初年度の 40.3％から、2017年度末時点で 55.0％まで上昇しました。また、市民のス

ポーツ実施だけでなく、ホームタウンチームとの連携・協働が進むといった実績もあげてきまし

た。 

今回の計画の策定では、現行の町田市スポーツ推進計画が目標年次をむかえることによる事業

等の評価と合わせて、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会の開催も目

前に控えたスポーツを取り巻く環境の急激な変化を好機と捉え、事業のあり方等を検討していく

ことが必要です。 

「将来の姿」など大きな方向性は現行計画を踏襲しつつ、働き盛り世代のスポーツ実施率向上

など、アンケート調査等から得られる課題を基に、今後 10年の方向性を検討していきます。 

 

２．町田市スポーツ推進条例 
市では、スポーツ基本法の制定を受け、「町田市スポーツ推進条例」を 2013 年３月に制定しま

した。「町田市」としてのスポーツ推進に対する基本理念と市（行政）、市民等、スポーツ関連団

体、ホームタウンチーム、それぞれの役割と４者の連携協力ならびにスポーツ推進計画の策定を

規定、スポーツ基本法第 31 条に基づき、「町田市スポーツ推進審議会」を設置することとしてい

ます。 
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３．計画の位置づけ 
本計画は、町田市の中・長期計画である「まちだ未来づくりプラン」及び「町田市５ヵ年計画」

をはじめとした関連する個別計画との連携・調整を図りながら、各計画に共通する今後の施策の

方向性などを明らかにするスポーツに関する基本的な計画として位置づけます。 

2020 年に開催される東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会を契機に

市民のスポーツを盛り上げていけるよう、本計画で施策の方向性を示すとともに、各施策のメイ

ンとなる事業については、主な事業として記載します。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．計画の期間 
本計画は 2019年度から 2028 年度の 10ヵ年を計画期間とします。 

 

 

 

 

 
  

○まちだ未来づくりプラン 
 ・町田市 5ヵ年計画 17-21 

町田市スポーツ推進計画 19-28 

○東京都 
スポーツ推進総合計画 

○国 
第２期スポーツ基本計画 

町田市スポーツ推進条例 
2013年 4月 1日施行 

町田市教育プラン 
町田市子どもマスタープラン 
まちだ健康づくり推進プラン 
町田市高齢者福祉計画 
町田市障がい者計画 
まちだ自慢推進計画 17-20 
町田市第二次野津田公園整備基本計画 
町田市観光まちづくり基本方針 
 など 
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 ５．国や都の動向 

（１）国の動向 
2011 年に施行されたスポーツ基本法をはじめ、2012 年のスポーツ基本計画の策定、2015 年

のスポーツ庁の設置、2016 年のスポーツ産業の活性化を推進するスポーツ未来開拓会議の発

足、2017 年の第２期スポーツ基本計画の策定と、スポーツを取り巻く状況は近年、変化してき

ています。 
また、2019 年のラグビーワールド

カップ 2019TMの開催が目前に迫り、

2020 年には第 32 回オリンピック競

技大会（2020／東京）及び東京 2020
パラリンピック競技大会が開催され

ます。今後日本国内で開催される世

界的なスポーツ大会を契機にスポー

ツの気運の盛り上がりが期待されま

す。 

 

（２）東京都の動向 
東京都は「東京都スポーツ推進計画（2013 年３月策定）」及び「東京都障害者スポーツ振興

計画（2012 年３月策定」を見直し、スポーツを通じて東京の未来を創造していくための計画と

して、2018 年３月に「東京都スポーツ推進総合計画」を策定しました。 

基本理念  「スポーツの力で東京の未来を創る」 
都民のスポーツ実施率 70％を達成し、 

誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しみ、 
スポーツの力で人と都市が活性化する「スポーツ都市東京」を実現します。 
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６．スポーツとは 

（１）本計画におけるスポーツ 
スポーツには、喜びや達成感といった精神的充足や、多くの人に感動を与える力があります。

また、スポーツを継続的に実施することは健康の維持・増進にもつながり、共にプレーした仲

間とのチームワークやフェアプレーの精神を育みます。更に、実際にスポーツを観戦したり、

地元チームを応援したりすることは、まちの賑わいを創出し、明るく豊かで活力に満ちた社会

を形成します。 
スポーツ基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権

利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環

境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画す

ることのできる機会が確保されなければならない。」としています。 
本計画では、これらの考えに基づき、身体を動かし、楽しむことを原点として、活動を広く

捉えていきます。 
 

（２）する人、みる人、支える人の視点 
「する」だけでなく、「みる」「支える」を含めた３つの視点をもとにスポーツを推進してい

きます。前述の「身体を動かし、楽しむことを原点」として、身体を動かし実際にスポーツを

「する人」、スポーツの観戦を通じてスポーツに親しむ「みる人」、スポーツの指導やボランテ

ィア等を行い「支える人」それぞれの立場から市民のスポーツを推進していきます。 
 
 

「する人」 実際にスポーツをする人 

 

「みる人」 トップレベルの競技や身近な場所で開催されるスポーツ大会

をみる人 

 

「支える人」 スポーツ指導者やスポーツボランティア等の支える人 
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 （３）スポーツに期待すること 

本計画ではスポーツを、身体を動かし、楽しむことを原点として、活動を広く捉えています。

より多くの市民がスポーツに取り組むためには、勝敗や記録を競い合うだけでなく、性別や年

齢、障がいの有無を問わず、市民のだれもがスポーツを楽しむことが重要です。 
スポーツを楽しむ人が増えていくことで、様々な社会的効果に波及していくことが期待され

ます。する・みる・支える視点から、以下のようにスポーツに期待されることを整理しました。 
 

 
 
 

 

 
 
 
  

スポーツへの期待 
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町田市のスポーツに関する現状と課題 
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町田市のスポーツに関する現状と課題 
 

１．町田市の現状 

（１）人口 
町田市の人口は、2018 年に 42 万 8742 人となっており、将来人口推計によると、2020 年に

ピークをむかえ、その後緩やかに減少し、2040 年には 39 万 7510 人になると見込まれていま

す。生産年齢人口（15 歳～64 歳）は減少する一方で、老年人口（65 歳以上）は増加すること

が見込まれています。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

出典：町田市 HP より作成 

（２）町田市未来づくりプランにおける位置づけ 
将来の町田市のあるべき姿を見据え、まちづくりの方向性を示す市の基本計画「まちだ未来づ

くりプラン」において、スポーツの推進は「基本目標Ⅲ 賑わいのあるまちをつくる」に位置づ

けられ、様々な世代がスポーツを核に活躍し、交流できる場づくりの取組やまちの魅力を発掘、

創造し発信していく取組を進めていくこととされています。 

 

 

町田市のまちづくり基本目標 

基本目標Ⅰ 将来を担う人が育つまちをつくる 

基本目標Ⅱ 安心して生活できるまちをつくる 

基本目標Ⅲ 賑わいのあるまちをつくる 

基本目標Ⅳ 暮らしやすいまちをつくる 

 

出典：町田市 5 ヵ年計画 17-21 
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61,001 52,263 49,381 54,817 58,213 57,343 54,912 54,337 50,237 47,057 43,764 41,720

255,566

267,908
269,618

278,433 271,227
263,723

260,936
260,059

257,563

249,359
234,060

213,387

27,220 37,132 50,588
68,825 87,918 105,581 112,894 115,183 118,338 122,240

130,703
142,403

343,787
357,303 369,587

402,075
417,358 426,647 428,742 429,579 426,139 418,656

408,527
397,510

117,623
129,944

143,010
163,490

177,844 188,406 194,121

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2040

合計

老年人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

(0～14歳）

世帯数

推計値

各年１月１日現在の人口
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51.8 
54.8 

60.2 

55.0 60.9

36.8 

40.5 （20歳代）

50.7 

48.1

62.5

37.8 
40.2 （30歳代）

41.3 

31.5

47.7

42.0 

40.1 （40歳代）

46.9 

41.4

55.7
47.3 

58.5 

56.7 
54.1

61.6

66.5 

62.7 

71.3 

60.8

67.9

62.6 

68.6 

79.8 

73.1
66.9

30

40

50

60

70

80

90

2014年度

（N=1,066）
2015年度

（N=1,317）
2016年度

（N=1,220）
2017年度

（N=1,204）
2018年度

（N=1,437）

全体

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（％）

（全体）

35.0%

39.2%

20.5%

30.4%

32.1%

39.6%

45.5%

25.9%

23.3%

27.3%

25.2%

29.5%

28.3%

21.4%

19.2%

24.2%

23.3%

23.9%

21.6%

15.8%

10.7%

5.6%

7.5%

11.4%

8.7%

6.3%

0.8%

1.7%

7.5%

3.3%

11.9%

7.8%

6.7%

7.2%

7.4%

6.8%

2.5%

5.7%

3.9%

3.7%

8.3%

13.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（N=1,437）
20～29歳
（N=120）
30～39歳
（N=176）
40～49歳
（N=309）
50～59歳
（N=268）
60～69歳
（N=265）
70歳以上

（N=299）

週に３日以上 週に１日以上 月に１～３日 年に１～３日 スポーツを行わなかった 無回答

２．町田市のスポーツ施策等に関する動向 

（１）市民意識調査の結果 
 
 
 
▶週に１日以上スポーツを実施する割合は、市民全体では 60.9％となっています。 
▶世代別にみると 30～39 歳が週に１日以上スポーツを実施する割合が最も低くなっ

ています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
【参考】東京都の調査の結果 

・週に 1 日以上実施：56.3％ 

・１年間にスポーツを実施しなかった都民（18 歳以上）の割合：15.0％ 

出典「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査（平成 29 年１月）」 

【参考】国の調査の結果 
・週に 1 日以上実施：51.5％ 

出典「スポーツの実施状況等に関する世論調査（スポーツ庁、平成 29 年 11～12 月調査）」 

【参考】町田市民のスポーツ実施率の経年比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2014 年度～2018 年度）  

① 市民 スポーツの実施頻度 

 60.9％ 
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▶小中学生の運動やスポーツの好き嫌いをみると、年齢があがるにつれて「好き」

の割合が減少しています。 
 

 

 

 

 

 

出典：町田市 体力向上推進プラン（2017 年度実施） 
 
 
 

▶小学校第５学年男子は、１週間の総運動時が 420 分以上である児童の割合が、東

京都や全国平均を上回っています。 
▶中学校第２学年女子は、１週間の総運動時が 420 分以上である生徒の割合が、東

京都や全国平均を下回っており、約 7.6 人に１人はまったく運動していなことが

分かります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：町田市 体力向上推進プラン（2017 年度実施） 
 

小中学生 運動やスポーツの好き嫌い ② 

59.7％

58.4％

56.4％

33.3％

35.0％

32.9％

82.2％

78.7％

84.8％

55.7％

56.4％

61.6％

35.6％

36.5％

37.3％

57.8％

57.0％

55.5％

11.0％

13.4％

8.7％

23.6％

23.3％

19.0％

2.6％

2.7％

3.5％

6.1％

5.3％

7.5％

2.2％

2.2％

1.6％

7.7％

6.5％

5.8％

2.2％

2.3％

2.9％

2.8％

2.7％

4.1％

4.6％

5.7％

4.9％

13.1％

13.9％

13.6％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

町田市

東京都

全国

町田市

東京都

全国

町田市

東京都

全国

町田市

東京都

全国

小
学
５
年

生
男

子
小

学
５
年

生
女

子
中

学
２
年

生
男

子
中

学
２
年

生
女

子

420分以上 60分以上420分未満 １分以上60分未満 ０分

小中学生 １週間の総運動時間 ③ 

 

小
学
５
年
生 

男
子 

 
 

 
小
学
５
年
生 

女
子 

中
学
２
年
生 

男
子 

中
学
２
年
生 

女
子 

73.3%

59.9%

67.6%

52.4%

20.0%

29.3%

23.0%

29.0%

5.1%

8.1%

6.6%

13.1%

1.7%

2.7%

2.8%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学５年生 男子

小学５年生 女子

中学２年生 男子

中学２年生 女子

好き やや好き ややきらい きらい
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▶スポーツを行っておらず、今後もするつもりがない人は、市民で 16.2％、小学生

で 20.5％、中学生で 20.6％となっています。 
▶中学生では定期的にスポーツを行っており、これまでも継続している人が７割近

くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：（市民）町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
（小学生、中学生）スポーツについてのアンケート（2017 年度実施） 

 
 
 

  

▶テレビ・インターネット等でスポーツを観戦した人は 77.8％となっています。 
▶町田市内の会場で観戦した人は 12.8％となっています。 
▶関心がなく、スポーツを観戦していない人は 8.0％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：（市民）町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
 
 

スポーツの実施状況や考え方 市民・小中学生 ④ 

⑤ 市民 スポーツ観戦の状況 

12.8 

18.6 

77.8 

8.5 

8.0 

1.7 

1.2 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[n=1,442]

町田市内の会場で観戦した

町田市外の会場で観戦した

テレビ・インターネット等で観戦した

機会があれば観戦したいが観戦できなかった

関心がないため観戦していない

その他

わからない

無回答

【参考】東京都の調査結果 

・１年間にスポーツを直接観戦 

した都民（18 歳以上）の割合 

：39.3% 
 

16.2%

20.5%

20.6%

18.2%

8.6%

2.2%

20.3%

10.3%

4.9%

5.9%

5.0%

3.1%

36.3%

55.0%

68.6%

3.1%

0.7%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳以上の市民

（N=1,442）

小学生

（N=302）

中学生

（N=223）

現在、スポーツを

行っていない。

また、これから先も、

するつもりはない。

現在、スポーツを

行っていない。

しかし、近い将来

（６か月以内）に

始めようと思っている。

現在、スポーツを

行っている。

しかし、定期的

（週に１回以上）ではない。

現在、定期的

（週に１回以上）に

スポーツを

行っている。

しかし、始めてから

６か月未満である。

現在、定期的

（週に１回以上）に

スポーツを

行っている。

また、６か月以上

継続している。

無回答
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▶市のスポーツ施設を利用したことがある人は 52.8％となっています。 
▶市のスポーツ施設を利用したことがない人は 45.8％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
 

 

 

 

 
▶なんらかのスポーツを「実施した」「町田市内で直接観戦した」「ボランティア活

動をした」のいずれか１つにでも該当するという人は 93.1％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
  

⑥ 市民 市のスポーツ施設の利用経験 

利用したことが

ある

52.8%

利用したことは

ない

45.8%

無回答

1.5%
[n=1,442]

⑦ 市民 スポーツに関わった経験 

する・みる・支える

に関わった

93.1%

いずれにも

かかわっていない

6.9%[n=1,442]



 

14 

40.4 

24.8 

18.1 

16.9 

16.9 

14.8 

14.1 

9.2 

8.6 

8.5 

6.4 

6.0 

6.0 

7.1 

9.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

[n=1,442]

身近なところで利用できる施設の新設

アクセスの良さ

スポーツ教室の充実

利用時間帯の拡大

付帯設備（シャワー、駐車場等）の充実

利用手続きの簡略化

施設情報に関する広報の充実

スタッフや指導者の充実

スポーツ観戦のための施設整備

スポーツイベントの充実

既存施設の改修

利用種目の拡大

健康・運動相談事業の実施・充実

その他

無回答

 

 

▶身近なところで利用できる施設の新設、アクセスの良さを求める回答が多くなっ

ています。 
▶次いで、スポーツ教室の充実、利用時間帯の拡大、付帯設備の充実を求める回答

が多くなっています。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民 施設に求めること 

陸上競技場 室内プール（50ｍプール） 

総合体育館 

⑧ 
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▶広報まちだを通して情報を入手している人が最も多く 38.8％となっています。 
▶一方で、情報を入手していない人が 30.8％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
 

 

 

▶チームの認知度（「知らない」「無回答」以外の回答の合計）は、「FC 町田ゼルビ

ア」が 93.2％、「ASV ペスカドーラ町田」が 50.9％、「キヤノンイーグルス」が

27.2％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 

 
 

 
 
 
 
  

市民 ホームタウンチームの認知度 

⑨ 

⑩ 

市民 スポーツ情報の活用 

38.8 

14.4 

14.0 

12.7 

11.2 

8.9 

6.9 

6.3 

5.3 

3.5 

30.8 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

[n=1,442]

広報まちだ

市のホームページ

新聞・タウン誌等

町内会・自治会の回覧や掲示板

施設等にあるポスター・チラシ等

知人からの紹介

駅前の電光掲示板や横断幕等

スポーツ施設のホームページ

学校からの配布物

SNS（ツイッター、フェイスブックなど）

入手していない

無回答

12.5%

3.9%

1.4%

80.7%

47.1%

25.9%

6.0%

48.1%

71.8%

0.8%

1.0%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FC町田

ゼルビア

ASV
ペスカドーラ

町田

キヤノン

イーグルス

知っていて

試合を１回以上観戦

したことがある

知っているが、

試合を観戦

したことはない

知らない 無回答

[n=1,442]
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▶「身近なスポーツ参加の機会を増やす」が 25.3％と最も多くなっています。 
▶「健康・体力づくり」「子どもたちの体力向上」「スポーツ行事・大会の開催」と

いう回答が 20％以上と、多くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：町田市スポーツに関する市民意識調査アンケート（2018 年度実施） 
  

市が力を入れるべきだと思うこと 市民 ⑪ 

25.3 

24.5 

21.7 

20.3 

19.7 

15.5 

15.3 

13.9 

13.7 

12.3 

10.7 

10.5 

10.1 

9.3 

5.3 

4.5 

2.6 

6.3 

0% 10% 20% 30%

[n=1,442]

身近なスポーツ参加の機会を増やす

健康・体力づくり

子どもたちの体力向上

スポーツ行事・大会の開催

初心者向けのスポーツ教室の充実

新たなスポーツ施設の整備

スポーツによる健康づくり

既存屋外スポーツ施設の整備

学校体育施設の開放

地域のスポーツクラブの育成

既存屋内スポーツ施設の整備

スポーツ指導者の育成

スポーツ情報発信力の強化

ホームタウンチームと連携したまちづくりの推進

障がい者のスポーツ活動の推進

既存スポーツ施設の利用時間の延長

スポーツに関わるボランティアの支援

無回答
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 （２）市内のスポーツ施設 

市民の身近な場所でのスポーツ環境の充実を目指し、市内各所にスポーツ施設を整備してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「東京都における公立スポーツ施設 平成 29 年度」によると、町田市のスポーツの施設の

合計数は 23 施設となっており、多摩 26 市中３番目に多くなっています。 
１施設あたりの市民の数は 18,655 人となっており、人口に対する施設の数は多摩 26 市中

23 番目となっています。 
 

市の人口とスポーツ施設の数（多摩 26市と比較） 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

自治体名 人口 施設数 
③の 
順位 

（26市中） 

１施設あたり
の市民の数 

⑤の 
順位 

（26市中） 

府中市 259,515 50 １位 5,190.3 ３位 

立川市 182,715 24 ２位 7,613.1 ８位 

町田市 429,070 23 ３位 18,655.2 23位 

多摩市 148,815 21 ４位 7,086.4 ７位 

八王子市 563,228 20 ５位 28,161.4 25位 

出典：「東京都における公立スポーツ施設 平成 29 年度」より作成 
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（３）町田市スポーツ施設整備構想懇談会 
2017 年度に「地域の活性化に係るスポーツイベントの開催に関すること」や「みるスポーツ

の充実を図るために必要な施設の整備に関すること」について、スポーツ関係者等の意見を聴

取するために、「町田市スポーツ施設整備構想懇談会」が設置されました。 
懇談会での意見をとりまとめ、2018 年３月に「町田市スポーツ施設整備構想 提言書」を町

田市長に提出しています。 
 
提言の基本的な方向性（総論） 

① 「見るスポーツ」を楽しめる場づくりとスポーツを通じたにぎわいの創出 
町田市内のスポーツ施設は「見る」視点での環境整備について十分な検討が行われてこな

かった。 
今後は、これまで以上に多くの市民がスポーツ観戦やスポーツイベントを楽しむことで施

設内外のにぎわいを創出することを目指すとともに、新たな視点での課題の整理にも取り組
み、「見る」スポーツを楽しめる場を創出していくことが望ましい。また、イベント等の実施
にあたっては、予算の確保を企画段階から視野に入れて取り組むとともに、市民への情報の
周知・ＰＲに一層力をいれていくことが重要である。 

② 「見るスポーツの場」と「するスポーツの場」のすみ分けを検討する 
現在、「見るスポーツの場」と市民がスポーツ活動を行う「するスポーツの場」が混在して

いる状況が見受けられる。特に体育館では施設の利用率が 90％を超え飽和状態にあり、「見
るスポーツ」と「するスポーツ」の混在も一因であることから、それらのすみ分けを行う方
法を検討する必要がある。 

③ ホームタウンチームにとっても魅力的な環境を整備する 
町田市には市の貴重な資源といえる、国内のトップリーグに所属するクラブが３つあり、

ホームタウンチームとしても活動している。 
今後もホームタウンチームが活動していけるような魅力的な施設・環境を整えるとともに、

チームが町田市民の誇りとなり、子どもたちの夢やあこがれとなるよう市がサポートする環
境を一層充実していくことが望ましい。 

④ 町田市の社会課題を総合的に解決していく拠点としての整備方針を検討する 
「見る」スポーツ環境の整備にあたっては、施設周辺の住民の理解をはじめ、騒音問題や

交通渋滞などまちづくりに関わる様々な社会課題に直面することが考えられる。 
今後は、スポーツの魅力を活かすとともに、市内のスポーツ施設を町田市の様々な社会課

題（健康づくり、共生社会の実現、産業振興等も含む）を「総合的に解決していく拠点」と
するとともに、バリアフリー化やユニバーサルデザインの視点もふまえ、整備方針を検討し
ていくことが望ましい。また、町田市内に波及していく影響を的確に把握する体制の整備も
検討する。 

⑤ 町田市のスポーツ施設それぞれの状況をふまえ、優先度の高い施設から整備
の方針を検討していく 
町田市の基本計画（「まちだ未来づくりプラン」）の後期実行計画である「５ヵ年計画 17-

21」など、スポーツの環境整備にあたっては、市の事業等が進められている。 
関連する市の計画期間等を基準として、短期的な視点と長期的な視点で状況を整理し、優

先度の高い施設から整備の方針を検討していくことが望ましい。また、施設整備・運営にあ
たっては、行政だけでなく、民間資金の活用や広告等による収入なども視野に方針を検討す
る。 
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 ３．町田市のスポーツ推進の課題 

（１）スポーツへの関心喚起が必要 
ライフステージに応じたスポーツ実施率向上の取組が必要 
・スポーツ実施率は 30歳代（47.8％）と 40歳代（55.6％）で、他の世代と比較して低い 

・「現在はスポーツを行っていないが、6か月以内に始めようと思っている」市民は 18.2％ 

・市が力を入れるべきこととして「身近なスポーツ参加の機会を増やす」という回答が 25.3％

で最も多い 

・小中学生では、年齢があがるにつれて、スポーツが好きという回答が減っている。また、女

子においてその割合が低い 

スポーツ観戦機会の拡充が必要 
・スポーツを「市内で観戦した人」は 12.8％ 

・「みるスポーツ」を楽しめる場づくりが必要 

より多くの市民にスポーツ情報を周知することが必要 
・スポーツについて「情報を入手していない」市民は 30.8％ 

・スポーツを市の魅力の一つとしてとらえ、情報発信を強化し、スポーツのまちというイメー

ジの浸透を図る取組が必要 

（２）スポーツを通じた健康づくりの取組が必要 
・スポーツを行っておらず、これから先もするつもりはない市民は 16.2％ 

・市が力を入れるべきこととして「健康・体力づくり」という回答が 24.5％で２番目に多い 

・健康のために意識的に身体活動量（生活＋運動）・運動量を向上させる取組が必要 

（３）スポーツを支える人材と組織の育成が必要 
・多摩 26市で比較すると、市の人口に対してスポーツ推進委員の数が少ない（26市中 26位） 

・スポーツを支える指導者やボランティアの育成とスポーツ関係団体の組織力の向上が求め

られている 

（４）市民の生活に身近なスポーツ環境の整備が必要 
・市のスポーツ施設を「利用したことはない」市民は 45.8％ 

・市のスポーツ施設に求めることとして「身近なところで利用できる施設の新設」という回答

が 40.4％で最も多い 

・多摩 26市で比較すると、市の人口に対してスポーツ施設の数が少ない（26市中 23位） 

・スポーツ広場は、地域住民と同様に、広く市民が利用できるようにする必要がある 

（５）スポーツを活用したまちの活性化が必要  
・スポーツ関係団体と連携した、スポーツを通じたまちの活性化・魅力向上やにぎわい創出が

求められている 

・ホームタウンチームの認知度に差がある 

・ホームタウンチームにとっても魅力的な施設の整備が必要 

  

スポーツ推進の課題 
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４．課題対応の考え方 
（１）市民のスポーツへの参加機会を拡充する 

市民の状況に応じたスポーツの参加機会の拡充 
子ども、成人、高齢者といったライフステージに応じたスポーツ機会とともに、勤労者、

子育て期の保護者、障がいのある人など、個人の生活の状況に応じてスポーツに参加できる

機会を充実していく。 

スポーツの魅力を活かした取組の推進 
スポーツをしたくてもしていない層に向けた、スポーツによる美容・健康へのアプローチ

やスポーツのもつ力による心の健康づくりにも取り組んでいく。 
仲間づくりやいきがいづくりなど、競技スポーツとは異なる視点で、「スポーツに関心のな

い市民」にスポーツの参加機会を提供する。 

（２）スポーツ実施につなげる人材、組織体制を拡充する 
多様な人材の育成 

レクリエーションスポーツ、競技スポーツ、障がい者スポーツなど、多様なニーズに応じ

て適切な指導を行うことができる人材を育成する。 
スポーツを支える市民の育成・支援に取り組む。 

スポーツ団体の育成 
市民が主体となった地域スポーツクラブの活性化を支援していく。 
市民の多様なニーズに応じたプログラムの充実など、組織的に市民のスポーツ実施につな

げる団体を支援していく。 

（３）スポーツ環境を充実する 
市民の身近なスポーツ環境を整備 

大規模なスポーツ広場は公のスポーツ施設として整備し、公のスポーツ施設を増やす。 
市民の「身近なスポーツをする場」として、中小規模のスポーツ広場や公園等の既存施設

の利用方法を見直し、スポーツ利用拡大に取り組む。 

学校等と連携した地域の活性化 
市内の小中学校、大学等と連携し、校庭や体育館の開放、スポーツ教室の実施など、行政

と地域が連携してスポーツの場づくりに取り組む。また、個人の環境の変化に関わらず身近

にスポーツに親しめる環境づくりにも取り組む。 

トップレベルのスポーツを観戦・体感できる機会の提供 
町田市は東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会において自転車競技ロードレ

ースのコースの一部となっている。この機会を活かし、トップレベルのスポーツを観戦・体

感できる環境づくりに取り組む。 
ホームタウンチームにとっても魅力的な施設整備を検討する。 
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（４）スポーツを活用して町田の魅力を向上する 
スポーツ情報の発信力の強化 

「する」「みる」「支える」それぞれの視点に立ち、市民スポーツとトップスポーツの総合

的な情報発信に引き続き取り組む。 

スポーツを活用したまちの魅力向上 
町内会・自治会等と連携したスポーツイベントを通じ、オール町田の賑わいを創出する。 
市民だけでなく、市外在住者も「町田がスポーツのまち」という印象を抱くように、スポ

ーツ情報を市内外に発信していく。 

ホームタウンチームと協働した市民の誇り、スポーツ気運の醸成 
ホームタウンチームを支えるとともに、チームが市民の誇りとなるよう、気運醸成に取り

組む。 
 
  

課題対応の考え方  
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スポーツ推進の施策 
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スポーツ推進の施策 

１．計画の基本的な考え方 

（１）スポーツ推進の基本理念 
「町田市スポーツ推進条例」に示す、町田市のスポーツ推進における基本理念は以下のとお

りです。 

［１］スポーツ環境の整備及び魅力ある地域社会の形成 
［２］スポーツを通じた健康の保持及び増進に関する知識の向上 
［３］市、市民等、ホームタウンチーム及びスポーツ関連団体による

相互の信頼の下の連携、協力 
 

（２）本計画が目指す将来の姿 
 
基本理念に基づき本計画が目指す将来の姿は、以下のとおりとします。 
 
 
 

将来の姿 「スポーツで人とまちが一つになる」 
 

市民誰もがスポーツを楽しむことができ、 
スポーツを通じて様々な主体が連携して 

まちの賑わいと魅力が生まれ、市民の愛着・誇りが高まります。 

  

第３章 
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（３）４つの基本目標 
第２章で整理したスポーツ推進の課題を基に、将来の姿の実現に向けて４つの基本目標をか

かげます。 
基本目標１では、市民の「スポーツへの参加機会の充実」を掲げ、生活等の状況に応じてい

つでも、誰でもスポーツに参加できる機会を充実していきます。また、仲間づくりやいきがい

づくりなど、競技スポーツとは異なる視点で「スポーツに関心のない市民」にスポーツの参加

機会も充実していきます。 
基本目標２では、「スポーツに関わる人材と組織の充実」を掲げ、レクリエーションスポー

ツ、競技スポーツ、障がい者スポーツなど、多様なニーズに応じて適切な指導を行うことがで

きる人材の育成に取り組んでいきます。また、市民の多様なニーズに応じたプログラムの充実

など、組織的に市民のスポーツ実施につなげる団体の支援も充実していきます。 
基本目標３では、「スポーツ環境の充実」を掲げ、市民が生活に身近な場所でスポーツに親し

むことができるよう、「する」と「みる」視点からスポーツ環境の充実に取り組んでいきます。 
基本目標４では、「スポーツを通じたまちづくり」を掲げ、スポーツの魅力を活用して地域の

活性化、まちの魅力向上に取り組みます。ターゲットを明確化し、市民に適格にスポーツ情報

を提供していくとともに、市内外にスポーツイベント等の情報を発信し、まちの魅力として PR
していきます。 
 

 

将来の姿 「スポーツで人とまちが一つになる」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 
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 （４）本計画の指標（数値目標） 

計画の達成状況を把握することを目的として“将来の姿”に対応した、計画全体に関わる指標

と４つの基本目標に対応した個別の指標を設定します。 
個別の指標は、具体的な取組の成果と計画の目標の関連性を示す数値目標等（アウトプット指

標）を設定しています。数値での評価がむずかしい項目については、評価の考え方を整理し、施

策・事業の実施により発生する効果・成果を表す指標（アウトカム指標）を設定しています。 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会を契機として、スポーツに関

わる（する・みる・支える）市民を増やすとともに、開催後も市民のスポーツへの関心を継続し

ていく視点で計画の指標を設定します。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

達成目標  

「スポーツが嫌い」という回答の割合 

スポーツに関するボランティアを 
行った割合 

子どものスポーツや外遊びの環境が
悪くなったという回答を減らす 

30-49歳のスポーツ実施率 

「障がい者のスポーツに関わった」 
という回答の割合 
 

各主体※が連携・協働して実施し
た事業の数 

「町田市内でスポーツ観戦した」 
という回答の割合 

地域活性化につながる 
スポーツ大会の開催数 

70歳以上の「スポーツをしない、 
するつもりがない」という回答の割合 

「市のスポーツ情報をきっかけにスポ
ーツに関わった」という回答の割合 

小５ 8.8％ 
中 2 14.0％ 

5.5％ 

56.5％ 

男性 52.0％ 
女性 53.7％ 

6.7％ 

0回 

12.8％ 

0大会 

男性 24.6％ 
女性 28.9％ 

42.8％ 

成果指標と達成目標 
 
 
 
 
 
 
 
①週 1回以上 
スポーツをする 
市民の割合  

70.0％ 
 

 

 

 

② 「する」「みる」 
「支える」に関わった 
市民の割合 

95.0％ 

小 5 6％ 
中 2 9％ 

15％ 

40％ 

男性 61％ 
女性 61％ 

12％ 

５回 

40％ 

１大会 

男性 21％ 
女性 25％ 

60％ 

小５ ２％ 
中２ ４％ 

15％ 

25％ 

男性 70％ 
女性 70％ 

15％ 

10回 

45％ 

２大会 

男性 18％ 
女性 21％ 

70％ 

※町田市のスポーツ推進を担う主体と役割を P.30,31 で整理しています。 
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（５）計画の体系 
各基本目標の達成を目指して基本的な方向性を示す基本施策を掲げます。 
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 ２．スポーツ推進施策の展開 

（１）施策展開の構成について 
基本目標の達成にむけて、以下の構成で施策を展開していきます。 

 
① 基本目標 

将来の姿の実現にむけて掲げる目標です。基本施策ごとに指標を設定し、進捗状況を把握・

評価をしていきます。 
 

② 基本施策 

基本目標を実現していくための取組とその方向性を示すものです。 
 

③ 推進施策 

基本施策を具体的に推進していくための方向性を示し、また、個々の事業の目的となるもの

です。また、地域・社会の実情等に応じて、必要と判断された新たな事業は、推進施策が示す

方向性に基づき本計画に位置づけ、実施していくものとします。 
 

④ 主な事業 

推進施策を目的として位置づけ、市のスポーツを推進していくための個別の事業となります。 
 

（２）施策の連携について 
将来の姿の実現にむけた施策や事業は独立して行うものではなく、関連する分野や施策が

横断的に関わり合い、スポーツ推進に携わる各主体が連携・協働することで多様化するスポ

ーツ推進の課題を解決していくものとします。 
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（３）各主体の役割 
 

市 

市は、計画の推進主体の中核として、各主体との連携および協力を支え、町田市スポーツ推

進条例の基本理念および本計画の目指すべき将来像「スポーツで人とまちが一つになる」の実

現に向け計画を遂行します。 
 

町田市体育協会 

市・体育協会とビジョンを共有して市民のスポーツを推進していくことが期待されます。ス

ポーツに関する情報発信や市民の誰もがスポーツに関わることのできるイベントの実施など、

市民のスポーツ実施の場や機会提供が期待されます。 
 

スポーツ推進委員 

市のスポーツ推進の将来の姿の実現を目指し、市民の身近な立場で実技指導や事業の運営協

力に取り組むとともに、市民やスポーツ団体のニーズを把握するなど、調整役・コーディネー

ターとして活動が期待されます。 
 

地域スポーツクラブ 

多世代で多様な種目のスポーツを楽しめるスポーツ教室やイベントの開催を通して市民の

スポーツ活動の拡充が期待されます。学校や地域との連携において中心的な役割となることが

期待されます。 
 

指定管理者、スポーツ施設の管理・運営団体 

市内のスポーツを支える団体や公共スポーツ施設などと連携し、市民がいつでもどこでも誰

でも気軽に参加できるイベントの企画や充実したサービスを提供していくことが期待されま

す。 
 

ホームタウンチーム 

みるスポーツ人口の拡大、まちの魅力向上や活性化とともに、地域と連携した社会貢献活動

等が期待されます。また、チーム・選手が活躍することで、市民に夢や感動を与え、まち全体

のスポーツ気運の醸成につなげていくことが期待されます。 
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学校、教育施設等 

就学前の子どもの外遊びや児童・生徒の日常的な運動やスポーツの機会を提供し、子どもの

体力・運動能力の向上を図るとともに、生涯を通してスポーツに親しむきっかけづくりが期待

されます。 
高等学校、大学においては、スポーツを通した地域でのボランティアの機会の提供や学内の

体育・スポーツ施設の開放など、地域に開かれた学校運営が期待されます。 
 

町内会・自治会、商店会等 

市内各地域の特徴をふまえ、工夫をこらした、地域の住民が気軽に参加できるスポーツ大会

やイベントの開催が期待されます。また、スポーツを通して地域住民のコミュニケーションを

促進することで、地域のにぎわいづくりが期待されます。 
 

民間事業者 

多様な市民のニーズを捉え、日常的にスポーツに親しむことのできる場や機会を提供するこ

とが期待されます。また、専門的なノウハウを活かし充実したサービスを提供していくことも

期待されます。 
 

市民・ボランティア団体 

市民の誰もが身近な地域で、自分にあった形で定期的・継続的にスポーツに親しむとともに、

スポーツを通じて人と人、地域と地域の交流が生まれ、日々の生活が健康で活力に満ちたもの

になることが期待されます。 
  



 

32 

基本目標01 
スポーツへの 
参加機会の充実 
 

基本施策（１）子どものスポーツ推進 
家庭、地域、学校等が連携・協働し、スポーツを好きになり、楽しむきっかけをつくるととも

に、体力・運動能力の向上に取り組みます。また、子どもにスポーツの楽しさや魅力を伝えてい

くとともに、保護者に向けてもスポーツ情報を発信し、スポーツの参加機会を充実していきます。 

推進施策 

・身体を動かすことに興味を持つきっかけづくり 
・保護者へのスポーツ啓発 
・子どもたちがスポーツを楽しめる場所の情報提供 

  
主な事業 取組内容 

「まちとも」の連携促進 スポーツ推進委員や地域スポーツクラブが「まちとも」で子どもたちに
スポーツの楽しさを伝えます。 

市内 10 地区のスポーツマップ
の作成・活用 

地域のスポーツが楽しめる場所やスポーツ情報がまとめられた地図
を作成し、市内の全小学生に配布します。 

 

基本施策（２）働き盛り世代・子育て世代のスポーツ推進 
個々の状況に応じて健康の保持・増進など、スポーツを実施するきっかけづくりに取り組みま

す。また、従業員の健康管理や健康づくりに配慮した「健康経営」に取り組む企業と連携し、働

き方や子どもの成長に伴う生活の変化に応じていつでも、どこでもスポーツを楽しむことがで

きる環境の整備に取り組みます。 

推進施策 

・事業所によるスポーツの取組の推進 
・日常生活や子育て中のスポーツ啓発（意識して身体を動かすこと） 
  

主な事業 取組内容 
企業単位で行えるスポーツ情
報、出前講座の提供 

商工会議所を通じ、市内企業を対象として健康経営の必要性を
啓発し、事業所によるスポーツ推進の取組みを支援します。 

子どもの健診時のスポーツ啓発 子どもの健診時に、子育て中でも日常生活の中で行えるスポーツについて情報提供します。 

市民のだれもが、いつでも、どこでもス
ポーツに参加できるよう、生活状況等に
応じて多様なアプローチから施策を推進
します。 
スポーツに親しむきっかけを充実し、

健康の保持・増進だけでなく、地域の中で
多様な交流の場や機会を生み出していき
ます。 
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基本施策（３）高齢者のスポーツ推進 
予防医療や健康づくり、いきがいにつながるスポーツを推進していくとともに、スポーツを通

じた地域の仲間づくりや子・孫等との多世代交流の機会をつくります。また、スポーツの魅力を

発信し、「する」だけでなく、「みる」「支える」スポーツについても、興味関心を喚起する取組

を充実していきます。 

推進施策 

・スポーツを通じた地域参加のきっかけづくりと世代間交流の促進 
・自主的に活動するグループへの新たな取組みの働きかけ 

  
主な事業 取組内容 

小中学校と高齢者施設のスポ
ーツ交流促進 

高齢者施設と近隣小中学校をマッチングし、入居者を小中学校
の運動会・体育祭に招待し、地域交流を図ります。 

高齢者へのニュースポーツ啓発 スポーツ推進委員がニュースポーツを普及し、高齢者の活動でスポ
ーツの面白さ、楽しさを伝えます。 

 

基本施策（４）障がい者のスポーツ推進 
障がいの有無に関わらずいつでも、どこでもスポーツを楽しむことができる環境を整備する

とともに、魅力を発信し、障がい者スポーツの観戦・実施にむけた興味関心を喚起する取組を充

実していきます。パラリンピックの開催等を契機として共生社会の実現を目指し、障がい者スポ

ーツの普及啓発に取り組むとともに、障がいのある市民のスポーツ実施率向上にむけたニーズ

等の把握に努めていきます。 

推進施策 

・障がい者のスポーツ参加機会の提供 
・パラリンピック開催を契機とした障がい者スポーツの普及啓発 

  
主な事業 取組内容 

スポーツ・レクリエーション教室
等の開催 

障がい者スポーツ大会や障がい者（児）スポーツ教室を開催し、
スポーツを楽しめる環境を整えます。 

小学生を対象とした障がい者
スポーツ体験教室開催 

市内の小学校で、障がい者スポーツの体験教室キャラバンを行い
ます。 

大規模大会開催による障がい
者スポーツの普及啓発 

大規模な障がい者スポーツ大会を開催し、一流選手のプレーを間
近で観戦できる環境を整えます。 

 
 
 
※「主な事業」「取組内容」については、今後市民意見募集にていただいたご意見をふまえて内

容を確定していきます。  
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基本目標02 

スポーツに関わる 
人材と組織の充実 

 

 

基本施策（１）スポーツを支える人材の育成 
競技面での指導力の向上に限らず、ボランティアへの参加促進や障がい者スポーツへの理解

促進といった普及啓発の取組等を通して、スポーツを「支える」人材を育成していきます。 
人材育成にあたっては、町田市近隣に位置する大学等の教育機関、市内の民間事業者、スポー

ツ関係団体のほか、町内会・自治会等とも連携し、地域に根差したスポーツ活動を支援していき

ます。 

推進施策 
・大学連携を推進し、学生が地域で活動できる環境を整える 
・スポーツ推進委員と地域との連携強化 
・スポーツボランティアの活躍推進 
  

主な事業 取組内容 
大学・企業連携によるスポーツ
を支える人材の派遣 

大学・企業連携により、子どもの遊びやスポーツ指導等、学生や
民間企業が地域で活動する環境を整えます。 

スポーツ推進委員を地域に均
等に配置 

スポーツ推進委員が地域と連携し活動できるよう、市内 10 地区
に均等に配置します。 

まちだサポーターズの活動活発
化 

まちだサポーターズが活躍できる環境を整え、活動参加者数を増
やします。 

 
 

 
 
 

  

市民の誰もが身近な場所でスポーツを
楽しむきっかけをつくる人材と組織を支
援します。 
スポーツ関係団体をはじめ、町内会・自

治会等とも組織間の情報共有や協働の取
組を推進し、スポーツを支える人材と組
織を充実させる取組を推進します。 
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基本施策（２）スポーツを支える団体の支援・育成 
スポーツ関係団体だけでなく、町内会･自治会、障がい者団体といった、主たる活動目的がス

ポーツではない団体との連携に取り組むとともに、団体間の情報共有、連携・協働の機会をつく

り「スポーツで人とまちが一つになる」という将来の姿の実現を目指します。 

推進施策 

・スポーツを支える団体と市によるスポーツ推進のビジョンの共有 
・スポーツを支える団体間の連携促進 
  

主な事業 取組内容 

地域スポーツクラブまちだモデル
の確立 

地域と連携した活動を行う地域スポーツクラブを「まちだモデル」とし
て活動を支援し、地域スポーツクラブのまちだモデルを定着させま
す。 

まちだサポーターズの組織化 スポーツ祭東京 2013 を契機としたスポーツボランティアを組織化
し、スポーツイベントの運営に欠かせない存在に育成します。 

町田市体育協会との連携強
化 

町田市体育協会主催イベントを市民に広報し、体育協会の活動
にかかわる市民を増やします。 

 

 コラム  地域スポーツクラブ 
地域スポーツクラブとは、幅広い世代の方々が、地域の日常的なスポーツ活動

や文化活動の場として地域の方自らが主体となり運営するスポーツクラブのこ

とです。町田市では 2018 年 10 月時点で９つの地域スポーツクラブが活動して

います。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
※「主な事業」「取組内容」については、今後市民意見募集にていただいたご意見をふまえて内

容を確定していきます。  
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基本目標03 
スポーツ環境の 
充実 
 

基本施策（１）「する」スポーツ環境の充実 
スポーツを実施できていない市民に対して、生活等の状況に応じて行動や意識を変える取組

を行うとともに、公園等の公共施設の活用やスポーツ広場等の既存の施設をより一層市民の誰

もが利用しやすい環境として整備していくことで、地域のスポーツ環境を充実していきます。ま

た、学校等と連携・協働し、子どもが安全かつ安心してスポーツを行うことができる場や機会を

拡充していきます。 
スポーツ関係団体のほか市内の学校等、民間事業者、町内会・自治会等との連携を拡大し、市

民のスポーツ実施にむけ、多様なアプローチに取り組んでいきます。 

推進施策 

・市民の身近なスポーツをする場の拡充 
※子どもにとっての放課後の「学校」や身近な公園など、スポーツ施設に分類されない「場」を含む。 

  
主な事業 取組内容 

「まちとも」の充実・拡大 「まちとも」を子どもたちにとって最も身近なスポーツの場として位置
づけ、充実させていきます。 

大学・企業連携によるスポーツ
施設の市民利用拡大 

大学・企業連携により、各団体が所有するスポーツ施設を市民
が利用できるようにします。 

スポーツ広場・学校跡地の位置
づけの明確化 

大規模なスポーツ広場は公のスポーツ施設として整備し、その他
の施設は市民利用を拡大します。 

 
 
 
 
 
 

 

  

市民が生活に身近な場所でスポーツに
親しむことができるよう、「する」と「み
る」視点からスポーツ環境の充実に取り
組んでいきます。「する」「みる」視点で市
民の行動の変化を生み出すとともに、行
動を継続したくなる環境の整備にも取り
組みます。 
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基本施策（２）「みる」スポーツ環境の充実 
ホームタウンチームや市内のスポーツ関係団体と協働してスポーツを直接観戦する楽しさを

伝えるとともに、ホームタウンチームの試合をはじめとした市民が「みる」スポーツを楽しめる

場づくりに取り組みます。 
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会におけるパブリックビ

ューイングなど、「みる」スポーツをきっかけとして人が集まり交流する機会をつくることで、

地域のにぎわいづくりにも取り組んでいきます。 

推進施策 
・市民の賑わいの創出に繋がる施設整備 
・ホームタウンチームが活動しやすい施設整備 
・スポーツ観戦によるオール町田の一体感の創出 
  

主な事業 取組内容 
陸上競技場観客席増席によ
る賑わいの創出 

陸上競技場を 15,000 人収容のスタジアムに改修し、競技場の
活用の幅を広げ、市民の賑わいを創出します。 

総合体育館大型映像装置
整備による臨場感・一体感の
創出 

総合体育館に大型映像装置を整備し、スポーツの観戦環境の充
実を図ります。 

ホームタウンチームのホームゲー
ム開催周知連携強化 

ホームタウンチームと連携し、市民の観戦招待を充実させていきま
す。 

パブリックビューイングの実施 町田ゆかりのアスリートが国際大会や全国大会に出場する際にパ
ブリックビューイングを実施し、オール町田の一体感を創出します。 

 
 
 
 
 

※「主な事業」「取組内容」については、今後市民意見募集にていただいたご意見をふまえて内

容を確定していきます。 
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基本目標04 
スポーツを通じた 
まちづくり 
 

基本施策（１）スポーツ情報の発信 
スポーツに親しむ機会や場所についての情報を、市民の生活等の状況に応じて適切な方法を

工夫して、提供していきます。また、町内会・自治会等とも連携し、スポーツになじみの薄い人

へ対してスポーツの魅力を伝えていきます。 
スポーツ施設周辺の地域に対しては、イベント等の情報発信を強化し、スポーツ施設を拠点と

した地域のにぎわい創出にも取り組みます。 

推進施策 

・ターゲットに合わせた効果的な情報発信 
・スポーツになじみの薄い市民に対する積極的な情報発信 

  
主な事業 取組内容 

（再掲）市内 10 地区のスポ
ーツマップの作成・活用 

地域のスポーツが楽しめる場所やスポーツ情報がまとめられた地
図を作成し、市内の全小学生に配布します。 

スポーツ以外の既存情報発信と
の連携 

スポーツが主たる目的ではない団体と連携し、それらの団体のも
つ情報発信ツールを活用することで、今までスポーツ情報が行き
届かなかった層に対してスポーツ情報を効果的に届けます。 

 
 
 
 

 

  

スポーツの魅力を活用して地域の活性
化、まちの魅力向上に取り組みます。ター
ゲットを明確化し、市民に適格にスポー
ツ情報を提供していくとともに、市内外
にスポーツイベント等の情報を発信し、
まちの魅力として PRしていきます。 
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基本施策（２）スポーツを通じたシティプロモーション 
スポーツ施設におけるにぎわい創出に取り組むとともに大会・イベント等をまちの魅力とし

て市内外に PR していきます。ホームタウンチームや市内のスポーツ関係団体、学校、民間事業

者等と連携・協働し、スポーツに関心を持つ市民を増やしていくことで、シティプロモーション

のコンテンツとしてスポーツを位置づけていきます。 
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会を通じたスポーツの気

運やレガシーを継承し、まちの魅力向上に活かしていきます。 
 
 

推進施策 
・市民全体のスポーツ気運の醸成 
・市外居住者のスポーツを通じた来訪の促進 
・国際大会事前キャンプ招致を通じた国際交流 
  

主な事業 取組内容 

関係団体と連携したイベント
開催体制の強化 

スポーツ団体、ボランティア組織、観光関係団体等が連携し、スポ
ーツイベント開催時に必要な調整や手続きに係る事務をパッケージ
化して、イベント開催を円滑に進めます。 

ホームタウンチームと連携したス
ポーツ施設・まちなか装飾 

野津田公園・総合体育館および町田駅・鶴川駅・成瀬駅周辺を
ホームタウンチームのチームカラーに染め上げます。 

ラグビーワールドカップ 2019、
東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピック競技大会事前キャンプ
開催 

ラグビーワールドカップ 2019 公認キャンプ地、また、東京 2020 オ
リンピック・パラリンピック事前キャンプ地として、招致国との交流を推
進します。 

 
 
 
 

 
※「主な事業」「取組内容」については、今後市民意見募集にていただいたご意見をふまえて内

容を確定していきます。 
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計画の推進にあたって 

１．計画の推進と進行管理 

 
本計画に掲げる施策は、第３章で示した数値目標等を元に進行管理を行っていきます。計画の

中間年で状況に応じて見直しに取り組みます。 
 
施策の進行管理にあたっては、計画（PLAN）、実行（DO）、評価（CHECK）、改善（ACTION）

のサイクルにより適切に行っていきます。また、庁内の関係各課と連携・協働をはかるとともに、

市長の付属機関である町田市スポーツ推進審議会へ報告するなど、適切な進行管理に努めます。

アクションプランについては、管理表をもとに進捗管理していきます。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

第４章 
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２．計画推進のための財源の確保 

 
 本計画の推進に当たっては、厳しい財政状況等を考慮しつつ、国・都の補助金やスポーツ振興

くじ助成金等を活用し、財源の確保に努めます。 
 また、ネーミングライツやふるさと納税の活用等、新たな財源の確保にも積極的に取り組みま

す。 
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協議事項 － ２   

（保健給食課） 

 

町田市学校給食問題協議会への諮問について 

 

１ 諮問理由 

   町田市学校給食問題協議会の設置に関する条例第２条に基づき、町田市学校

給食問題協議会に諮問するものです。 

 

２ 諮問内容 

  （１）中学校給食について 

町田市の中学校給食は、家庭から弁当を持参するか、給食を注文するかを選択

できる「弁当併用外注給食方式」にて２００５年から提供を行っています。 

２０１７年７月に生徒、保護者、教職員を対象として中学校給食に関するアンケー

トを実施したところ、申し込み等に関する利便性の向上や、味付け、献立内容、

温度に関する意見があり、課題であると考えています。 

現在提供している中学校給食をより良いものとし、生徒・保護者が中学校給食を

利用しやすい環境について検討を行うため、諮問をするものです。 

 

（２）小学校給食の衛生管理について 

現在、小学校の給食における食器の洗浄剤は、１９８０年から石けんを使用してい

ます。これは、当時の合成洗剤に関する安全性等の問題から、環境にも優しい石

けんを使用するようにしてきたことによるものです。 

しかし、食器の汚れが落ち切らず、薬剤師から衛生管理上の指摘を受けている

学校が複数あり、改善を求められています。 

従来から使用している石けんと食器洗浄機による洗浄作業では取り除くことが困

難な汚れがあり、改善策について検討する必要があるため、諮問をするものです。 

   

３ その他 

本件につきましては、２０１９年１月２２日に開催される「第１２期町田市学校給食問

題協議会」において諮問する予定です。 



≪２０１７年度　いじめの解消率≫
小学校 中学校
８６．８％ ９３．０％
８６．９％ ８７．３％
８６．４％ ８３．９％

東京都
国（公立）

町田市

2017年度(平成29年度)「児童・生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査(文部科学省)」結果について
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暴力行為発生件数推移（５年間）

本調査は、町田市内小・中学校を対象として、２０１７年度における「暴力行為」「いじめ」「小学校、中

学校における長期欠席者」等の実態を把握するために実施したものである。

小学校、中学校における暴力行為の状況
暴力行為
「対教師暴力」「生徒間暴力」「対人暴力」「器物損壊」の４
形態をいう。

２０１７年度の暴力行為の発生件数は９８件で、２０１６年度の４５件から２倍以上に増加している。小学校の発生件数は
ゼロであった。

【特徴】
○発生件数の内訳は、対教師暴力が１２件、生徒間暴力が４２件、
対人暴力が０件、器物損壊が４４件である。
○中学校では、２０１６年度より対教師暴力が４件、生徒間暴力が２０
件、器物損壊が３２件増加した。

【これまでの取組】

○中学校生活指導主任会における生徒についての情報交換。

○特別支援教育支援員等の配置による個別指導の実施。

○スクールカウンセラーや特別支援教育・人材育成アドバイザー、

「まちだJUKU」等の関係機関との連携の推進。
【今後の対応】
○学校と教育委員会の連携をより一層推進し、学校の組織的な対応
力の強化及び警察等の関係機関と連携した支援体制の充実を図
る。
○指導課と教育センターの連携をより一層推進し、関係児童・生徒の
心理的ケアを図り、個に応じた指導を充実させる。

「いじめ」の状況

２０１７年度のいじめの認知件数は、小・中学校合わせて１２４件で、２０１６年度の１１３件から１１件増加している。小学
校では４件増加、中学校では７件増加している。また、２０１７年度のいじめの解消率は、小学校が８６．８％で２０１６年度
に比べ１１．２％減少、中学校が９３．０％で２０１６年度に比べ０．８％減少している。
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いじめの認知件数推移（５年間）
【特徴】
○小・中学校ともに認知件数が増加しており、積極的ないじめの認知が行
われている。
○いじめ発見のきっかけは、小学校では「保護者からの訴え」が１７件、中
学校では「本人からの訴え」が２８件で最も多い。「心のアンケート」による
ものは、小学校が６件、中学校が２２件で、中学校では２番目に多い。
○いじめの態様では小・中学校ともに「冷やかしやからかい等の言葉によ
るもの」が最も多く、それぞれ４２件、４７件である。
【これまでの取組】
○生活指導主任会等における、いじめの適切な認知についての周知・
啓発や実践的な研修の実施。
○「心のアンケート」の改訂と毎月の実施。
【今後の対応】
○校長会や生活指導主任会等を通して、各学校の教員の「いじめ」の
定義の理解と確実な認知の徹底を図る。また、各学校において、東京
都教育委員会による「ふれあい調査」の学校シートを活用し、課題の
把握や組織体制の見直しを行うよう啓発する。
○各職層研修にいじめの対応に関する内容を組み込み、教員の意識
の醸成を図る。

○人権課題「子供」のいじめに関する授業（年間３回以上）を確実に推

進する。
○「いじめ総合対策【第２次】（東京都教育委員会）」に基づいて「町田
市いじめ防止基本方針」を改訂し、校長会や生活指導主任会等におい
て周知・啓発を図る。

報告事項－１
（指導課）



長期欠席者の状況

小学校 ３２ ０ １２２ ０．５４％ ２１

中学校 ２６ ０ ３９２ ３．７０％ ９

≪不登校児童・生徒の復帰率≫
小学校 中学校
２６．４％ １６．１％
１９．７％ １１．５％２０１７年度

２０１６年度

不登校
出現率
（％）

不登校
（人）

経済的
理由
（人）

病気
（人）

項目 うち、「不登校」の要因
を含んでいる者（人）

その他（人）

８

６

小学校、中学校における長期欠席の状況

２０１７年度の長期欠席者のうち、不登校の児童・生徒数は小学校１２２人、中学校３９２人で、２０１６年度と
比較すると、小学校は１２人増加、中学校は３７人増加している。２０１７年度の不登校出現率は小学校０．５
４％、中学校３．７％で、２０１６年度と比較すると、小学校は０．０６％増加、中学校は０．４％増加している。
２０１７年度の長期欠席者のうち、病気や経済的理由、不登校に当てはまらない「その他」の児童・生徒数は
小学校２１人、中学校９人で、２０１６年度と比較すると、小学校は２人増加、中学校は４１人減少している。
また、２０１７年度の不登校の児童・生徒の復帰率は小学校１９．７％、中学校１１．５％で、２０１６年度と比較
すると、小学校は６．７％減少、中学校は４．６％減少している。

【特徴】
○不登校の児童・生徒の学年別内訳は、小・中学
校ともに学年が上がるにつれて増加している。
○不登校の要因のうち、本人に係る要因では、小・
中学校ともに「不安の傾向がある」が最も多く、それ
ぞれ４２人と１２３人である。
○不登校の要因のうち、学校・家庭に係る状況で
は、小学校は「家庭に係る状況」が４９人で最も多
く、中学校は「いじめを除く友人関係をめぐる問題」
が１２５人で最も多い。
【これまでの取組】
○連続欠席３日及び月７日欠席者対象の不登校予
防調査と３か月に１度の不登校調査の実施。
○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カー、教育センター（適応指導教室）等の関係機関
との連携体制の確立。
○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カー等による、不登校の兆候が見られる段階から
の積極的な関与の促進。
○不登校児童・生徒や家庭への支援を行う「家庭と
子供の支援員」の配置。
○「不登校の未然防止のための対応マニュアル」
の作成と周知。
○自宅でのIT学習（e-ラーニング）による学習支援。
【今後の対応】
○「不登校の未然防止のための対応マニュアル」に
基づく欠席者に対する丁寧な対応を徹底する。
○生活指導主任会や若手教員育成研修、夏季休
業中の研修等において、東京都教育委員会による
「ふれあい調査」の学校シートを活用した研修や不
登校事例を基にした実践的な研修を実施する。
○学校の教育計画を改めて見直し、特別活動を中
心に、全ての教育活動において豊かな人間関係の
構築に取り組む。

「長期欠席者数」とは、２０１８年３月３１日現在の在学者のうち、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の
日数が、２０１７年度間に連続又は断続して３０日以上であった児童・生徒数の集計
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「世界の果てで生き延びろ―芥川賞作家・八木義德
や ぎ よ し の り

 展―」の開催について 

 

１ 主  催：町田市民文学館ことばらんど 

２ 開催場所：町田市民文学館ことばらんど 2階展示室 

３ 開催期間：2019年 1月 19日（土）～3月 17日（日）10～17時[49日間] 

祝日を除く月曜日、第 2木曜日は休館 

４ 入 場 料：無料 

５ 開催趣旨  

1944年「劉
りゅう

廣
かん

福
ふう

」によって第 19回芥川龍之介賞を受賞した八木義德（1911-1999）

は、1969 年から亡くなるまでの 30 年間を町田市（山崎町）で暮らしました。この間

に、第 28回読売文学賞や日本芸術院恩賜賞など様々な褒賞を受賞します。 

しかし、町田での穏やかな生活に至るまで、八木の半生は自殺未遂、思想容疑での

逮捕、妻子の戦災死など困難に満ちたものでした。八木は人生における危機の中で文

学という道を見出し、苦悩する自身の内から湧き上がる“肉の声”を作品に著すこと

で自己を形作り、生き延びていきました。 

今回の 10 年ぶり 2 度目となる八木義德展では、開館以来ご遺族から寄贈をうけて

きた直筆原稿や日記資料を中心に、前回の網羅的な業績紹介とは異なり、八木の生き

様とその文学を通して困難な現代を生き延びるための一つのかたちを提示します。 

現代を生きるための視点を加えることにより、町田の文化活動の発展に貢献しなが

らも忘れられかけた作家の業績を再顕彰する展覧会とします。 

 

６ 展示構成 

はじめに―八木義德とは 

第Ⅰ部 襲いかかる苦難と激動の時代 

Ⅰ－１ 家族のかたち 

Ⅰ－２ 挑戦と敗北 

Ⅰ－３ 追いかけてくる罪の意識 

Ⅰ－４ 生き続けること 

第Ⅱ部 文学の集大成と町田での日々 

Ⅱ－１ トンネルを抜け、新たな場所へ 

Ⅱ－２ 終の棲家・町田での交友関係 

Ⅱ－３ 歩くことと生への執念 

Ⅱ－４ 生き延びた果てに 

おわりに―八木義徳 その死と文学観        自筆原稿と愛用品 

 

７ 関連事業：対談、講演会、展示解説など 

報告事項－２ 

（ 図 書 館 ） 
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